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（仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業 

  技術支援等ＣＭ（コンストラクション・マネジメント） 

業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的  

本実施要領は、（仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業（以下「本事業」という。）

における（仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業技術支援等ＣＭ（コンストラクシ

ョン・マネジメント）業務（以下「本業務」という。）を委託するにあたり、豊富な経験、

優れた創造力、技術力及びスケジュール、コスト管理能力等を有する契約予定者を公募型

プロポーザル方式により特定するため、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要等  

⑴ 本業務の概要 

① 業 務 名  （仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業技術支援等ＣＭ（コン

ストラクション・マネジメント）業務 

② 業務 内 容  別添「（仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業技術支援等ＣＭ（コ

ンストラクション・マネジメント）業務仕様書」（以下「特記仕様書」

という。）参照 

③ 履行期 間  契約締結日の翌日から令和１２年３月２９日(金)まで 

④ 予算上限額  １２１，７８１，０００円 

（４カ年総額。消費税及び地方消費税を含む。） 

ただし、令和８年度分の上限額は３０，４４６，０００円（税込）とす

る。 

          ※令和８年度～令和１１年度の各当初予算において、採択がない場合、

業務内容の変更や中止の場合がある。 

⑤ 支払方 法  委託料は、年度ごとに当該年度の最終月までに業務が終了した分を支

払うものとする。 

 

⑵ 本事業の概要 

事業概要については、「（仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備方針」を参照のこと。 

  ① 事業名称  （仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業 

  ② 事業内容  北条中学校及び北条小学校と統合し、新たに義務教育学校を設置するに

あたり、施設の老朽化・社会的劣化等への対策を含む新たな教育を実現

すべく、教育機能の向上を目的に、現北条中学校の既存校舎等建物を活

用しながら、長寿命化改良工事を実施するとともに、本施設の新校舎棟

の建築工事等を実施するものである。 

  ③ 整備場所  大阪府大東市北条二丁目１９番他 地内  
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  ④ 敷地面積  １８，８９９．４３㎡（北条中学校敷地）、 

２，９４２㎡（北条公園内学校利用部分） 

  ⑤ 延床面積  １３５９０．２９㎡ 

（増築 ６７７６．５０㎡、長寿命化改修 ６７５９．７９㎡、 

既存存置 ５４.００㎡） 

  ⑥ 事 業 費  ８，３３９，４５５千円 

  ⑦ 工程概要  令和７年度～令和１１年度 実施設計・施工 

          ※基本設計は令和６年度～令和７年度に策定済 

 

３ 公募要領  

⑴ 選考方針 

契約候補者の選定は、「大東市プロポーザル方式事業者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）」において、業務提案書、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を踏

まえ実施する。 

選定委員会は、業務提案書等の審査を行い、評価が最も高い者（第一位契約候補者）

１者と次点者１者を選定する。 

 

⑵ スケジュール 

公募開始から契約締結までのスケジュールは、以下のとおりとする。なお、土曜日・日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178号）に規定する休日には行わな

い。 

日時又は期間 内 容 

令和８年２月９日（月） 実施要領等の公示（公募開始） 

令和８年２月９日（月）～２月１６日（月） 質問書受付期間 

令和８年２月２０日（金）（予定） 質問書に対する回答（HPに公開） 

令和８年２月２０日（金）～２月２７日（金） 参加表明書等受付期間 

令和８年３月５日（木） 参加資格確認結果通知 

令和８年３月６日（金）～３月１２日（木） 業務提案書等受付期間 

令和８年３月下旬 
業務提案書等の審査（プレゼンテ

ーション・ヒアリング） 

令和８年３月下旬 審査結果通知 

令和８年３月下旬～４月上旬 契約締結 

 

⑶ 参加資格要件 

今回のプロポーザルに参加できる者は、以下の①に掲げる資格を満たしている単体企

業、又は②に掲げる資格を満たしている共同企業体とする。なお、参加資格の基準日は、

参加表明書提出日とする。 
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① 単体企業 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされ

ている又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申し立て

がなされている者でないこと。 

ウ 次のいずれにも該当する者でないこと。 

・国税又は地方税を滞納している者。 

・政治活動、宗教活動を主たる目的としている者。 

エ 大東市暴力団排除条例に基づく排除措置対象法人等に該当する者でないこと。 

オ 大東市建設工事等における入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止措置

を受けている者でないこと。（協力事務所についても同様とする。） 

カ 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録を受け、直接的な雇用関係にある一級建築士５名以上の事務所であること。 

キ 一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクショ

ン・マネジャー（以下「ＣＣＭＪ」という。）の資格を有する者が５名以上所属して

いること。 

ク 次の⒜又は⒝のＣＭ業務のうち、同種業務（本要領 ４⑶③ア 参照。以下同じ。）又

は類似業務（本要領 ４⑶③イ 参照。以下同じ。）業務の実績を有する者であること。 

⒜ 計画、設計、発注又は施工の各段階において、技術的な中立性を保ちつつ、発注

者の側に立った工程管理、品質管理、コスト管理などの各種マネジメント業務（令

和２年 国土交通省「地方公共団体におけるピュア型ＣＭ方式活用ガイドライン」

参照） 

⒝ 日本コンストラクション・マネジメント協会発行「ＣＭ（コンストラクション・

マネジメント）業務委託契約約款・業務委託書（令和４年７月改訂版）」に記載の

ＣＭ業務 

ケ 次のいずれの資格も有する管理技術者を配置すること。 

・ＣＣＭＪ 

・一級建築士 

・上記クの業務の履行にコンストラクション・マネジャー（以下、「CMｒ」という。）

として、ＣＭ業務に携わった実績を有すること。 

・参加申込時点において、３カ月以上の直接雇用関係にあること。 

コ 他の参加者である共同企業体の構成員となっていないこと。 

サ 協力事務所が、個別に他の参加者（共同企業体の構成員を含む。）となっていないこ

と。また、他の参加者（共同企業体の構成員を含む。）の協力事務所となっていない

こと。 

シ 本市の令和７年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有するものであ

ること。 
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② 共同企業体 

ア 共同企業体の結成は、構成員の自主的な意思によること。 

イ 共同企業体の構成員の数は、２社又は３社とすること。 

ウ 全ての構成員が、①ア～カ、ク、シを全て満たす者であること。 

エ 全ての構成員が、他の参加者である共同企業体の構成員又は協力事務所となってい

ないこと。 

オ 代表構成員が、①ケの要件を満たす管理技術者を配置できること。 

カ 共同企業体として、①キの要件を満たす者であること。 

 

⑷ 参加等に対する制限 

① 本事業の受託者及びその関連企業（会社法（平成 17 年法律第 86 号） 第２条に規定

する役員が他方の会社役員を兼ねている者）は、本業務に参加することはできない。 

② 本業務に係る「大東市プロポーザル方式事業者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）」の委員と資本面及び人事面において関連のある者は、本業務に参加することは

できない。 

 

⑸ 本業務実施上の条件 

本業務の実施にあたっては、次の条件を満たすものとする。 

① 本業務の再委託 

本契約の履行の全部又は総合的な判断並びに業務遂行管理部分及び建築（総合）部分

を第三者に委託してはならない。主要な部分以外の第三者への委託に関しては書面に

より発注者の承認を得るものとする。 

② 管理技術者の資格及び実績要件 

本業務の技術的管理を行うものとして管理技術者を配置すること。また、管理技術者

は、ＣＣＭＪ及び一級建築士の資格を有し、かつ発注者の業務支援を行う同種業務又

は類似業務のＣＭ業務に携わった実績がある者であること。 

③ 本業務を担当する各分野の主任担当者の資格及び実績要件 

資格等要件は、原則として次に掲げるとおりとする。 

ア 建築（総合） 

ＣＣＭＪ及び一級建築士の資格を有する者で、同種業務又は類似業務のＣＭ業務に

携わった実績があること。 

イ 建築（構造） 

ＣＣＭＪ又は構造設計一級建築士の資格を有する者で、同種業務又は類似業務のＣ

Ｍ業務に携わった実績があること。 

ウ 電気設備 

ＣＣＭＪ、設備設計一級建築士、一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有す

る者で、同種業務又は類似業務のＣＭ業務に携わった実績があること。  
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エ 機械設備 

ＣＣＭＪ、設備設計一級建築士、一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有す

る者で、同種業務又は類似業務のＣＭ業務に携わった実績があること。 

オ 建設コスト管理 

ＣＣＭＪ、建築コスト管理士又は建築積算士のいずれかの資格を有する者で、同種業

務又は類似業務のＣＭ業務に携わった実績があること。 

カ 工事施工計画 

ＣＣＭＪ又は一級建築施工管理技士の資格を有する者で、同種業務又は類似業務の

ＣＭ業務に携わった実績があること。 

④ 管理技術者は、建築（総合）主任担当者との兼務を認める。 

⑤ 各業務主任担当者は、各業務分野に配置する者とする。ただし、建設コスト管理主任

担当者、工事施工計画主任担当者については、業務に支障をきたさない範囲内におい

て、他の主任担当者との兼務を認める。 

  

４ 応募手続き 

⑴ 実施要領等の公表 

① 公表方法 

令和８年２月９日（月）に実施要領等を、大東市のホームページに掲載する。必要に応

じて様式等をダウンロードし使用すること。 

URL： https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/92/67901.html 

② 質問書受付 

   ア 受付期間 

令和８年２月９日（月）から２月１６日（月）午後５時まで 

   イ 提出方法 

質問書（様式９）に記載の上、電子メールにより提出すること。なお、誤送信により

質疑回答が行えないことを避けるため、提出後は必ず電話にて担当窓口まで到達確

認を行うこと。 

ウ 質問書に対する回答  

上記の質問に対する回答は、令和８年２月２０日（金）、ホームページに掲載する予

定である。個別には回答しない。 

 

⑵ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は、以下により参加表明書等を提出すること。 

① 提出期間 

 令和８年２月２０日（金）から２月２７日（金）午後５時まで（必着） 

② 提出場所 

担当窓口（１３ページに記載）まで提出すること。 
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③ 提出方法 

    持参又は郵送とする。 

※郵送する場合は、提出期限までに必着すること。また、必ず「特定記録郵便」又は「簡

易書留」とし、提出期限までに送付物の到着確認を電話により行うこと。なお、提出

時には提出書類の電子データを格納した CD-R 又は DVD-R を１枚同封すること。 

④ 提出書類 

ア 参加表明書 

（単体企業の場合は様式１－１、共同企業体の場合は様式１－２） 

イ 共同企業体協定書（写し）（様式１－３） ※該当する場合のみ 

ウ 委任状（様式１－４）※該当する場合のみ 

エ 会社の概要について、以下の書類を提出すること。なお、共同企業体で参加する場

合は、構成員全てについて提出すること。 

・会社概要（様式２） 

・法人登記簿謄本又は登記事項証明書（全部事項証明書）  

※発行日から３カ月以内のもの。複写可。 

オ 業務実施体制（様式３）  

カ 協力事務所の名称等（様式４） ※該当する場合のみ 

キ 参加者に所属する技術者数及び有資格者数（様式５） 

ク 参加者の同種・類似業務実績（様式６） 

ケ 管理技術者の経歴等（様式７－１）  

※様式で求められている添付書類も合わせて提出すること。 

・ＣＣＭＪ資格証の写し 

・一級建築士資格証の写し 

コ 主任担当者の経歴等（様式７－２～様式７－７） 

※様式で求められている添付書類も合わせて提出すること。 

サ「３⑶ 参加資格要件」を証するものとして、以下の書類を提出すること。 

 ・暴力団排除に係る誓約書（様式８） 

・国税及び地方税の滞納がないことを証明するもの（様式任意、宣誓書可） 

・一級建築士事務所の登録証明書の写し 

・管理技術者が社員であることを証明するもの（健康保険・厚生年金被保険者標準報 

酬決定通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等） 

⑤ 提出部数 

正本１部・副本１部 

⑥ 留意事項 

ア 参加にあたって必要となる費用は、全て参加者の負担とする。 

イ 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平

成４年法律第 51号）に定める単位とする。  
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ウ 提出された書類は返却しない。 

エ 提出された書類について、情報公開請求があった場合、大東市情報公開条例に基づ

き公開されることがある。 

オ 提出された書類は、本プロポーザル手続きのため必要な範囲内において複製するこ 

とがある。 

カ 書類提出後、原則、書類の追加・差し替え・修正は認めない。 

キ 書類提出後、原則、管理技術者及び主任担当者の変更は認めない。 

⑦ 失格事項 

次のいずれかの事項に該当する場合は、失格とする。  

ア 参加資格要件を満たしていないことが判明した場合。 

イ 提出された書類の記載内容に明らかな虚偽が認められた場合。 

ウ 提出期間、提出方法、提出先、所定の様式を守らなかった場合。  

エ 本市の附属機関「大東市プロポーザル方式事業者選定委員会」（以下「選定委員会」

という。）の委員に接触する等、公正・中立な審査に影響を与える行為が認められた

場合。 

オ その他、選定委員会が不適格と認めた場合。 

 

⑶ 提出書類の記入上の留意事項 

① 参加表明書（様式１－１、様式１－２） 

代表者印を押印の上、提出すること。 

② 参加者に所属する技術者数及び有資格者数（様式５） 

参加者の技術職員数、資格について記入すること。対象とする資格は、ＣＣＭＪの他、

様式５による。 

 ③ 参加者の同種・類似業務実績（様式６） 

以下のア又はイに該当するＣＭ業務の業務実績を５件以内で記入すること。実績が複

数ある場合は、公共工事のＣＭ実績を優先し、かつ関わった担当ＣＭ業務の種類が多

いものから順に記入すること。なお、記入した業務については、契約書の鑑の写し、業

務の完了が確認できるものの他、用途、規模、構造が同種業務又は類似業務に該当する

ことが正確に確認できる資料等を参考資料として添付すること。 

ア 同種業務 

ＣＭ業務のうち、延床面積 3,000 ㎡以上の学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26

号。以下同じ。）第３章から第 11章で規定される学校を指す。）の施設整備に係る業

務で、平成 27 年４月１日以降に発注し、参加表明書提出日までに完了（ＣＭ業務に

おける各段階でも可とする）したもの。 
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イ 類似業務 

国又は地方公共団体（独立行政法人、地方独立行政法人を含む）が発注するＣＭ業務

のうち、延床面積 3,000㎡以上の施設整備に係る業務で、平成 27 年４月１日以降に

発注し、参加表明書提出日までに完了（ＣＭ業務における各段階でも可とする）した

もの。 

   ④ 管理技術者及び各業務主任担当者の経歴等（様式７） 

本業務を担当する管理技術者及び各業務主任担当者について、次に従い記入すること。 

ア 資格 

  資格の種類は、様式に記載された資格について記入すること。なお、各技術者及び有

資格者について、記入した資格を証する資料（免許証の写し等）を添付すること。 

イ 同種・類似業務実績 

同種及び類似業務の対象は、前記「③参加者の同種・類似業務実績」による。なお、

記入した業務について、各技術者及び各業務担当者が携わったことが確認できる資

料（業務実施体制表等）を添付すること。様式７－６及び様式７－７の担当区分にお

いては、他の業務主任担当者と兼務する場合は、兼務する分野を入力すること。 

⑤ 提出書類作成上の注意事項 

使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量 法

に定める単位とする。提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。また、要求する

内容以外の書類や図面等は受理しない。 

 

⑸ 業務提案書等の提出 

第一次審査で選定された者は、次に定めるところにより業務提案書等を作成し、提出

するものとする。 

① 提出期間 

令和８年３月６日（金）から令和８年３月１２日（木）午後５時まで 

    ② 提出場所 

      担当窓口（１３ページに記載）まで提出すること。 

③ 提出方法 

      持参又は郵送とする。 

※郵送する場合は、提出期限までに必着すること。また、必ず「特定記録郵便」又は「簡

易書留」とし、提出期限までに送付物の到着確認を電話により行うこと。なお、提出

時には提出書類の電子データを格納した CD-R 又は DVD-R を１枚同封すること。 

④ 提出書類及び提出部数（正本１部、他は副本） 

・業務提案書（様式１０－１） １部 

・業務実施方針（様式１０－２） １０部 

・テーマ別業務提案（様式１０－３） １０部 

・参考見積書（価格提案）（任意様式） １部 
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⑤ その他 

 「業務提案書」の提出は、１者につき複数の提案は認めない。 

 

⑹ 提出書類の記入上の留意事項 

① 業務提案書 

ア 業務提案書（様式１０－１） 

        代表者印を押印の上、提出すること。 

      イ 業務実施方針（様式１０－２） 

        業務実施方針は、以下の内容を記載し、発注者を支援する姿勢や取組意欲、担当者

の技術力の高さ、業務内容の理解度等を評価する。 

⒜ 本業務に対する提案者の取組方針と体制 

⒝ 各業務担当チームの特徴 

⒞ 業務上、配慮する事項（提案を求めているテーマを除く。） 

ウ テーマ別業務提案（様式１０－３） 

業務提案のテーマは以下のとおりとし、その的確性、実現性等を評価する。なお、テ

ーマ別業務提案等の作成にあたっては、（仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備に

関する検討経過等を十分に理解した上で行うこと。 

テーマ１ 本業務におけるマネジメント手法について 

テーマ２ 発注者体制の支援方策について 

テーマ３ 本業務における自社の独自性・優位性について 

※上記評価テーマに関する業務提案について、様式１０－３に記載すること。記載す 

る際には、設定された記載欄に提案内容を記載すること。他の欄に記載したものや

超過したページに記載したものは、評価の対象とはしない。 

   エ 作成上の注意事項 

 ⒜ 様式１０－２及び１０－３（各テーマ毎）は、それぞれＡ４判片面２枚（Ａ３判１

枚可）以内で作成し、プレゼンテーションの持ち時間内で説明可能な枚数内で簡潔

にまとめること。 

 ⒝ 提案は文章での表現を原則とし、文字の大きさは原則 10.5 ポイント以上（図表中

は除く。）とすること。文書を補完するために必要な概念図や表、イメージ図等を

使用し、基本的な考え方を分かりやすく簡潔に記述すること。 

 ⒞ 業務提案書の作成及び提出等に係る費用は、提案者の負担とする。 

② 見積書（価格提案）の注意事項 

ア 参考見積書（価格提案）は、令和８年度から令和１１年度までの合計金額（消費税

等込み）を記載するとともに、各年度の金額を明示すること。（任意様式） 

   イ 本業務の参考見積りについて、業務量の目安に比べ著しく乖離していると判断した

場合は、その妥当性について聴取することがある。 

ウ 見積書の金額については、本要領 ２⑴④ 予算上限額を参照。  
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③ 提出書類作成上の注意事項（共通） 

使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量法 

に定める単位とする。提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。また、要求する

内容以外の書類や図面等は受理しない。 

 

５ 契約候補者の選定  

⑴ 評価基準 

  別に定める「（仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業 技術支援等ＣＭ（コンス

トラクション・マネジメント）業務委託公募型プロポーザル評価要領（以下「評価要領」

と言う。）」による。 

① 一次審査の評価点は次による。 

評価項目  
評価の着目点  

評価点  
  評価基準  

客 
観 

評 

価

 

参加者の評価  

技術職員数  技術職員数を評価する  0.3 

有資格者数  有資格者数を評価する  0.3 

同種・類似業務

の実績  
実績の種類・規模・件数について評価する  1.0 

各業務担当者

の資格  

 専門分野の技術

者資格  

各担当分野について、

資格の内容を評価する  

管理技術者  0.4 

主
任
担
当
者 

建築（総合）  0.4 

建築（構造）  0.4 

電気設備  0.4 

機械設備  0.4 

建設コスト管理 0.4 

工事施工計画  0.4 

各業務担当者

の実績  

 同種・類似業務

の実績  

次の順で評価する ①同

種業務の実績 ②類似業

務の実績  その際携わ

った立場を評価する  

管理技術者  0.8 

主
任
担
当
者 

建築（総合）  0.8 

建築（構造）  0.8 

電気設備  0.8 

機械設備  0.8 

建設コスト管理 0.8 

工事施工計画  0.8 

 計  １０ 
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② 二次審査の評価点は次による。 

評価項目  評価の着目点  評価点  

業 

務 

提 

案 

評 

価 

業務実施方針 

本業務への取組体制、取り組む意欲の高さや積極

性、発注者を支援する姿勢、業務への工夫、配慮

等  

１０  

担当チームの特徴、業務担当者の技術力やチーム

配置の本業務への適性等  
１０   

業務上、特に配慮する事項、業務内容、業務の背

景や課題等の理解度、総合的見地からの考え方の

的確性等  

１０  

業務提案書  

今までの経験と実績を踏まえた専門性や技術力の

発揮が期待でき、テーマに対する的確性、実現性

があり、業務内容や基本設計等の与条件に対する

理解度の高い提案となっているか等  

６０ 

計  ９０ 

価格評価 － １０ 

合計 １００ 

 

⑵ 参加資格審査及び提出書類による一次審査 

    提出された参加表明書等の提出書類を基に参加資格を審査し、二次審査のプレゼンテ

ーション及びヒアリング対象者（４者程度）を選定する。ただし、資格適合者が４者を

超えた場合は、資格適合者の客観評価による一次審査を実施し、客観評価点の合計が上

位４位までの者を選定する。なお、参加事業者が４者以下の場合でも、提出書類に不備

があった場合には、失格とする。審査結果は、すべての参加事業者に書面により通知す

る。客観評価の審査は、あらかじめ事務局で行い、選定委員会に提出するものとする。 

 

⑶ プレゼンテーション及びヒアリングによる二次審査 

① プレゼンテーション及びヒアリング 

審査は、提出された業務提案書の内容と、業務提案書に関するプレゼンテーション及

びヒアリング（以下「プレゼンテーション等」という。）を踏まえ行うものとし、その

実施方法は以下のとおりとする。 

ア 実施日時・場所 

    令和８年３月下旬（予定） 

    ※日程及び会場等については、別途通知する。 

イ プレゼンテーション等の出席者は、本業務を担当する管理技術者及び主任担当者

【建築（総合）】を必須とし、５名以内（パソコン操作者を含む。）とする。 
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    ウ プレゼンテーション等は、参加者が提出した業務提案書の内容を用いて行うことと

し、新たな内容の資料提示は認めない。 

   エ １者につき２０分以内のプレゼンテーションを行い、その後に審査委員による質疑

を２０分程度行う。 

オ プレゼンテーション等に参加しない場合は、審査の対象としない。 

カ プレゼンテーションの資料には、提案者を特定することができるような表示をしな

いこと。 

キ 参考見積書に記載した金額が、本要領 ２⑴④ 予算上限額を超えている場合は、審

査の対象としない。 

② 審査方法及び結果の通知 

客観評価による評価点と、業務提案書及びプレゼンテーション等の評価点を踏まえ、

評価点が最も高い事業者を第一位契約候補者（最優秀提案者）に、次に評価点が高い事

業者を第二位契約候補者（優秀提案者）に選定する。評価点が同点の場合、「業務提案

書」の評価点の合計が最も高い事業者を上位者とする。それでも評価点が同点の場合

は、価格提案が最も低い事業者を上位者とする。なお、評価点の合計が６０点に満たな

い場合は契約候補者として選定しない。技術提案書等の提出者として選定（二次審査）

されたものが１事業者であった場合でも、評価点の合計が６０点以上であれば、当該

事業者を契約候補者として選定する。 

③ 失格 

提案者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 提出書類の作成及び留意事項、提出方法、提出期限を遵守しない場合 

イ 虚偽の内容が記載・提示されている場合 

ウ 選定委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合 

エ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

オ 契約締結までの間に指名停止の措置や指名除外の措置を受けた場合 

カ その他、本要領に違反すると認められた場合 

 

６ 契約候補者の公表 

契約候補者選定後、速やかに次に掲げる事項をホームページに公表する。 

  ① 業務名及び業務概要 

 ② 契約候補者を選定した日 

 ③ 第一位契約候補者（最優秀提案者）及び評価点 

  ④ 第二位契約候補者（優秀提案者）及び評価点 

  ⑤ 応募者数 

 ⑥ その他必要な事項 
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７ 契約方法等  

⑴ 業務委託契約 

① 契約の締結 

第一位契約候補者に選定された事業者と大東市との間で委託内容について再度調整   

を行い、協議が整った場合、委託契約を締結する。なお、第一位契約候補者との協議が

不調となった場合（失格事項に該当することが認められた場合を含む。）は、次順位で

ある事業者と協議を行うものとする。 

② 契約金額 

協議を行う場合でも、契約金額については、二次審査において価格提案した金額以内   

とする。 

 

⑵ その他 

① プロポーザルのために本市より受領した資料は、了解なく公表、使用することはでき

ない。 

② 他の文献を引用した場合は、その出典を明示すること。 

③ 提出された書類は、審査に必要な範囲で複製を作成することがある。 

④ 令和８年度～令和１１年度の各当初予算において、採択がない場合、業務内容の変更

や中止の場合がある。 

 

８ 担当窓口（事務局） 

部署名：大東市教育委員会事務局 教育企画室 

 住  所：〒５７４－００７６ 大東市曙町４番６号 

 電  話：０７２－８００－８１００ 

 ＦＡＸ：０７２－８７２－２９４１ 

 E-mail：k_kikaku@city.daito.lg.jp 


